
訪問栄養指導及び訪問口腔衛生指導業務会計年度任用職員要綱 
 
 

（目的）  

第１条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、訪問栄養指導及

び訪問口腔衛生指導業務会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）について必要な事

項を定めることを目的とする。  

 
（任用） 
第２条 会計年度任用職員のうち、訪問栄養指導業務は管理栄養士の免許を有する者から、訪問口腔衛

生指導業務は歯科衛生士免許を有する者から、面接により選考を行う。 

２ 合格者は採用候補者名簿に登録され、採用日の属する会計年度中、効力を有するものとする。 
 
（再度の任用） 
第３条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的

に勘案して判断するものとする。 
 
（業務内容） 
第４条 会計年度任用職員は、次の業務に従事するものとする。 
（１）健康増進法及び介護保険法（サポート型訪問サービス事業）に基づく訪問栄養指導 
（２）健康増進法及び介護保険法（サポート型訪問サービス事業）に基づく訪問口腔衛生指導 
 
（勤務地） 
第５条 勤務地は、各区保健福祉センター等とする。 
 
（勤務時間等） 
第６条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間帯等については、所属長が決めるものとする。 ただ

し、勤務時間は週30時間を超えないものとする。 

 
（身分証明） 
第７条 会計年度任用職員は、職務に従事するときは常に身分を証する物を携帯し、関係者から請求が

あったときは、これを提示しなければならない。 
２ 会計年度任用職員は、辞職し、又は解職されたときは、前項の身分を証する物を速やかに所属長に

返還をしなければならない。 
 
（施行の細目） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、健康施策課長が定める。 
 



 
附 則 
 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
 


